
食安発０４１６第１号

平成２２年４月１６日

都道府県知事

各 保健所設置市長 殿

特 別 区 長

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による広域散発食中毒対策について

平成２２年３月１９日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会が開催され、

平成２１年に発生した腸管出血性大腸菌Ｏ１５７広域散発食中毒事件（３事件）の調査結

果の報告を受け、今後の発生及び拡大の防止対策に関する本部会の意見が別添のとおり取

りまとめられました。

つきましては、本意見を踏まえ、下記により、従来からの取組みをより一層徹底すると

ともに、新たな対策の実施について遺漏がないよう特段の対応をお願いします。

なお、飲食店等における対策については、提供を受ける客側の理解が不可欠であること

から、一般消費者への周知を図るよう、あわせてお願いします。

記

１ 食肉処理施設等における衛生管理

（１）と畜場の管理者又はと畜業者は、と畜場法に基づく衛生管理基準の遵守について遺

漏がないようにするとともに、都道府県等は、衛生管理基準の遵守状況を検証し、Ｈ

ＡＣＣＰ方式による衛生管理の導入を推進すること。

（２）食肉処理施設においては、食肉処理業者は、特に、結着及び漬け込み等病原微生物

による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものについては微生物管理を

徹底すること。なお、Ｏ１５７の検出試験を実施する場合には、必要な検出感度を確

保すること。

２ 飲食店等における対策

（１）飲食店業者が調理して提供する場合には、客が喫食する段階において、中心部を７

５℃で１分間以上又はこれと同等の加熱効果を有する方法により加熱調理がなされて

いること。



（２）結着及び漬け込み肉等病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を

行ったものを客が自ら加熱調理を行う場合には、飲食店業者は、客に対して当該処理

が行われている旨及び飲食に供するまでに必要な加熱を行うための具体的な方法を確

実に提供するとともに、調理中に食肉から他の食材へ交差汚染が起こる可能性がある

ことについて注意を喚起すること。

３ 食中毒調査について

（１）探知及び初動調査の迅速化

広域散発食中毒については、探知及び初動調査の迅速化を図るため、厚生労働省医

薬食品局食品安全部監視安全課及び同課食中毒被害情報管理室と連携し、次の対応を

図ること。

① 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく腸管出血

性大腸菌感染症の患者発生の届出受理から、食中毒調査を開始するまでの期間を可

能な限り短縮し、初動対応の迅速化を図るため、食品衛生部局及び感染症部局の共

同調査を行う体制整備に努めること。

② 疑い調査の段階であっても、可能な限り初期の段階で、発生状況等について食中

毒被害情報管理室に情報提供するよう努めること。

③ 食材が一括管理されている飲食チェーン店における広域散発食中毒においては、

本社や物流拠点を管轄する都道府県等は、他店における同様苦情の有無や推定原因

食品の物流状況に関する情報収集を積極的かつ迅速に行うよう努めること。

④ 腸管出血性大腸菌感染症患者等の発生を探知した際には、患者等由来菌株を迅速

に収集し、パルスフィールド・ゲル電気泳動（PFGE）法による遺伝子解析を行う

国立研究機関及び関係地方衛生研究所への送付に努めること。

（２）調査結果に基づく対応

原因施設等を管轄する都道府県等は、飲食チェーン店の複数の店舗において、患者

が確認された場合には、被害の拡大防止の観点から、次の対応を図ること。

① 原因食品が特定されず調査中であっても、加工方法等から汚染の可能性が高いと

判断される食品、患者に提供された食品と同一ロットの食品等の流通・販売を一時

的に見合わせるよう事業者に対し協力を求めること。

② 事業者に対して、衛生管理の検証及び改善等について指導し、食中毒の原因施設

として確定した際には、発生要因等に基づき、新たな対策が必要であるか否かを検

討し、必要と判断される場合にあっては、追加的に措置を命ずることが望ましい。


